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議 事 日 程（第１号）  令和７年５月２２日（木） 午前１０時００分 開会 

                                    開議 

日程第 １ 議席の一部変更 

日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

日程第 ３ 会期の決定 

日程第 ４ 諸般の報告 

日程第 ５ 選任第３号 常任委員会委員の所属変更について 

日程第 ６ 選任第４号 常任委員会委員の選任について 

日程第 ７ 選任第５号 議会運営委員会委員の選任について 

日程第 ８ 選挙第７号 菊池広域連合議会議員の選挙 

日程第 ９ 選挙第８号 大津菊陽水道企業団議会議員の選挙 

日程第１０ 承認第１号 専決処分を報告し承認を求めることについて 

（大津町税条例の一部を改正する条例） 

日程第１１ 承認第２号 専決処分を報告し承認を求めることについて 

（大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

日程第１２ 承認第３号 専決処分を報告し承認を求めることについて 

（令和６年度大津町一般会計補正予算（第１１号）） 

一括上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

日程第１３ 同意第４号 大津町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについ

て 

 

               午前１０時００分 開会 

                        開議 

○議 長（坂本典光） ただいまから、令和７年第４回大津町議会臨時会を開会します。 

 なお、中山議員より遅参の届けが、それと大塚勝二議員より欠席の届けがあっていますので報告

いたします。 

 

   日程第１ 議席の一部変更 

 

○議 長（坂本典光） 日程第１ 議席の一部変更を行います。今回新たに当選された川秀貢議員

の議席に関連し、会議規則第４条第３項の規定により、議席及びタブレットに配付の変更議席表の

とおり議席の一部を変更します。 

 

   日程第２ 会議録署名議員の指名 
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○議 長（坂本典光） 日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、５番村山龍一議員、６番大村裕一郎議

員を指名いたします。 

 

   日程第３ 会期の決定 

 

○議 長（坂本典光） 日程第３ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日１日限りに決定しました。 

 

   日程第４ 諸般の報告 

 

○議 長（坂本典光） 日程第４ 諸般の報告をします。 

 本日の議事日程並びに報告内容については、議席及びタブレットに配付のとおりです。 

 次に去る４月２６日に大塚龍一郎議員が、急逝されました。この際、故大塚龍一郎議員に対し、

議会として弔意を表すため三宮美香議員から追悼の言葉を述べたいとの申出があっておりますので、

これを許します。 

 三宮美香議員。 

○副議長（三宮美香） 謹んでここで哀悼の意を表します。本日私たちは大津町議会と町のために長

年にわたって力を尽くしてこられた大塚龍一郎議員との別れを惜しみ、深い悲しみの中、この場に

集まっております。大塚議員は平成９年の初当選以来２０年以上に渡って町政の中枢を担い、多く

の要職を歴任されました。とりわけ平成２５年からの４年間は議長として議会をけん引され、その

リーダーシップと献身的な姿勢は今なお多くの議員の記憶に深く刻まれています。平成２８年に発

生した熊本地震に際しては連日のように災害対策本部へ足を運ばれ、役場執行部と密に連携を取り

ながら町民の安全と安心のために尽力されました。そのお姿は正に町を守る砦として多くの人々に

勇気と安心を与えてくださいました。また、平成２７年には議会だよりの充実を目指し尚絅大学と

の連携協力協定を結ばれるなど町議会の情報発信の在り方にも先進的な取組を推進されました。今

日の大津町議会だよりの礎は大塚議員の努力によるものであり、県内外からも高い評価を受けるに

至っております。地元である大津町の小中学校を卒業され、勉学のために上京されましたが、再び

ふるさと大津町へ戻り町民のために尽力された人生、議員としての活動だけでなく幼少期から親し

まれていた野球を通して、大津町軟式野球協会の会長としてもスポーツ振興に取り組まれました。

ここ最近は小学生の登校時に見守り活動を行われるなど町の未来を担う子どもたちへの温かいまな

ざしを最後まで持ち続けておられました。また、文化財保護への関心も高く、国指定重要文化財で
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ある江藤家住宅についても一般質問を通して取り上げられるなど、大津町の歴史と文化への深い理

解と愛情を持っておられたことが印象に残っています。５月に発行される最後の議会だよりに記さ

れるはずだった持続的発展へ地域の思い果たすというお言葉には、大塚議員がこの町の未来をどれ

だけ真剣に考えておられたか。その思いが凝縮されています。 

 私個人としても、昼休みに奥様の手作りのお弁当をおいしそうに召し上がっていたお姿、ニュー

スの話題についてわかりやすく解説してくださったこと。そして私が広報委員長として議会だより

に取り組んでいたときに、陰ながらいつも目を通してアドバイスをくださったあの優しさは決して

忘れることができません。ある時先輩議員との間に思いがけない行き違いが生じ、周りの皆様にも

御心配や御迷惑をおかけしたことがありました。その際お詫びに伺った私に対し大塚議員は、気に

せんでよかですよ。わかっとりますけんと温かく、すみません、そして深い理解を持って受け止め

てくださいました。その一言にどれほど救われたかわかりません。人の痛みや葛藤に静かに寄り添

い、心から信頼しようとしてくださるその姿勢は今も私の胸に深く残っています。大塚議員が残さ

れた多くの功績と町への深い愛情は、今後も私たち大津町議会議員全員がしっかりと受け継ぎ、よ

り良き大津町を築いていくために尽くしてまいります。大塚龍一郎議員、本当にありがとうござい

ました。どうか安らかにお眠りください。心より御冥福をお祈り申し上げます。 

大津町議会副議長、三宮美香。 

○議 長（坂本典光） それでは、大塚龍一郎議員の遺影に向かい１分間の黙祷を行いたいと思いま

す。皆さん御起立ください。黙祷。 

［黙祷］ 

○議 長（坂本典光） 黙祷を終わります。御着席ください。 

 しばらく休憩します。 

午前１０時１０分 休憩 

△ 

午前１０時１１分 再開 

○議 長（坂本典光） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第５ 選任第３号 常任委員会委員の所属変更について 

 

○議 長（坂本典光） 日程第５ 選任第３号、常任委員会委員の所属変更についてを議題とします。 

 経済建設常任委員の村山龍一議員から総務常任委員会に所属を変更したいとの申出があっており

ます。お諮りします。常任委員会委員の所属変更については委員会条例第７条第５項の規定により、

村山龍一議員からの申出のとおり、常任委員会の所属を変更することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、村山龍一議員の常任委員会の所属を変更

することに決定いたしました。 
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日程第６ 選任第４号 常任委員会委員の選任について 

 

○議 長（坂本典光） 日程第６ 選任第４号、「常任委員会委員の選任について」を議題とします。 

 お諮りします。常任委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、経済

建設常任委員会委員に川秀貢議員を指名したいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、経済建設常任委員会委員に川議員を選

任することに決定しました。 

  御連絡します。委員会条例第８条第２項の規定により、総務常任委員会並びに経済建設常任委員

会は、委員会を開いて、副委員長の互選をお願いいたします。 

 会議室を御連絡します。 

 総務常任委員会は委員会室４０１、経済建設常任委員会は委員会室４０３に御参集ください。し

ばらく休憩いたします。 

午前１０時１１分 休憩 

△ 

午前１０時１８分 再開 

○議 長（坂本典光） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  報告します。総務常任委員会並びに経済建設常任委員会の副委員長が互選されましたので報告し

ます。総務常任委員会、副委員長、村山龍一議員。経済建設常任委員会、副委員長、大塚益雄議員

です。 

以上、報告を終わります。 

 

日程第７ 選任第５号 議会運営委員会委員の選任について 

 

○議 長（坂本典光） 日程第７ 選任第５号、「議会運営委員会委員の選任について」を議題とし

ます。 

 お諮りします。議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第７条第４項の規定により、

大塚益雄議員を指名したいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員に大塚益雄議員を選

任することに決定しました。 
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日程第８ 選挙第７号 菊池広域連合議会議員の選挙 

 

○議 長（坂本典光） 日程第８ 選挙第７号、「菊池広域連合議会議員の選挙」行います。 

  この選挙は、令和７年第２回大津町議会臨時会において、菊池広域連合議会議員に当選された、

大塚益雄議員が一身上の都合により、菊池広域連合議会議員を辞職されましたことによる補欠選挙

です。後任を決定したいと思います。 

 お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選に

したいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定

しました。 

 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。菊

池広域連合議会議員に川秀貢議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました川秀貢議員を当選人と定めることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、川秀貢議員が菊池広域連合議会議員に

当選されました。 

  ただいま当選されました川秀貢議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によ

って、当選の告知を行います。 

 

日程第９ 選挙第８号 大津菊陽水道企業団議会議員の選挙 

 

○議 長（坂本典光） 日程第９ 選挙第８号、「大津菊陽水道企業団議会議員の選挙」行います。 

  この選挙は、大塚龍一郎議員の死去に伴う補欠選挙であります。後任を決定したいと思います。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって指名推選にし

たいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推薦で行うことに決定

しました。 
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 お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。大

津菊陽水道企業団議会議員に大塚益雄議員を指名します。 

 お諮りします。ただいま議長が指名しました大塚益雄議員を当選人と定めることに御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました大塚益雄議員が大

津菊陽水道企業団議会議員に当選されました。 

 ただいま当選されました大塚益雄議員が議場におられます。会議規則第３３条第２項の規定によ

って、当選の告知を行います。 

 

日程第１０ 承認第１号から日程第１２ 承認第３号まで 

一括上程・提案理由の説明 

 

○議 長（坂本典光） 日程第１０ 承認第１号、「専決処分を報告し承認を求めることについて

（大津町税条例の一部を改正する条例）」から日程第１２ 承認第３号、「専決処分を報告し承認

を求めることについて（令和６年度大津町一般会計補正予算（第１１号））」までの３件を一括し

て議題とします。お諮りします。ただいま議題としました、承認第１号から、承認第３号までの３

件は会議規則第３９条第３項の規定によって、委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思い

ます。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、承認第１号から承認第３号までの３件は

委員会付託を省略することに決定しました。 

提案理由の説明を求めます。 

 金田町長。 

○町 長（金田英樹） 皆様、こんにちは。 

 説明に先立ちまして、４月２６日に御逝去されました故大塚龍一郎議員に謹んで哀悼の意を表し

御冥福をお祈りいたします。また、御遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。大塚議員には

長年にわたり大津町議会議員として町政に多大なる御貢献をいただきましたことを町民を代表して

心より感謝申し上げます。故人の思いと意思をしっかりと受け継ぎながら大塚議員のおっしゃって

いた持続可能な町の繁栄、そして町民の更なる幸せの実現に向けて私もしっかりと尽力してまいり

ます。 
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それでは、今回の臨時会に提案しました案件の、提案理由の説明を申し上げます。 

 まず承認第１号「専決処分を報告し、承認を求めることについて、大津町税条例の一部を改正す

る条例」については、「地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」等

の公布に伴い、条例の一部を改正したものです。 

 次に、承認第２号「専決処分を報告し、承認を求めることについて、大津町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例」については、地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の

一部を改正する政令」の公布に伴い、条例の一部を改正したものです。 

 次に、承認第３号「専決処分を報告し、承認を求めることについて、令和６年度大津町一般会計

補正予算、第１１号」については、地方交付税及び、地方譲与税等の確定や、熊本地震に係る復興

基金創意工夫事業及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金関連事業の事業額確定に伴う、各

事業の財源組替えの補正が主なもので、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７千７２

９万８千円を追加し、歳入歳出の総額を、２０１億５千４１７万１千円としたものです。 

 以上、承認第１号から承認第３号までの案件は、地方自治法第９６条第１項第１号及び第２号の

規定による議決事件ですが、急施を要しましたので、同法第１７９条第１項の規定により、専決処

分し、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求めるものです。 

御承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

  なお、所管部長より、詳細の説明をさせていただきます。 

○議 長（坂本典光） 白石住民生活部長。 

○住民生活部長（白石浩範） 皆さん、こんにちは。私からは、承認第１号及び承認第２号について、

御説明させていただきます。 

 最初に、承認第１号の「「大津町税条例の一部を改正する条例」の専決処分を報告し、承認を求

めることについて」御説明いたします。 

 議案集は１ページ、説明資料集は１ページ、説明資料集の６ページからは、新旧対照表を載せて

おりますのであわせて御参照をお願いいたします。 

 議案集の１ページをお願いいたします。 

 令和７年３月３１日に地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律等が

公布されたことにより、急施を要した大津町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方自

治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、議会の承認を求めるものでございます。 

説明資料集で説明いたします。 

説明資料集の１ページをお願いいたします。 

まず、今回の「主な改正内容」について御説明します。 

 まずは公示送達についてでございますけれども、工事送達とは、地方公共団体の徴収金の賦課徴

収又は還付に関する書類は、郵便等により交付することとしておりますが、住所や事務所等の所在

が明らかでなく、現地調査等を行った上でもなお不明で交付送達ができない場合には、町の掲示場
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に必要な事項を掲示することで書類の送達があったものとみなす制度になります。 

 現在、町の掲示場に掲示する方法で行っているこの公示送達を、今後は大津町のホームページに

公示事項を表示する措置をとるとともに、町の掲示場または事務所に設置したパソコン等の電子計

算機の画面に表示することで、公示送達を行うことが可能となるものでございます。 

次に住民税関係になります。 

 特定親族特別控除の追加で、年齢が１９歳以上２３歳未満の特定親族について、扶養控除の対象

となる所得要件を超えた場合であっても、新たに特別控除を設けて、控除の額が段階的に逓減する

仕組みとするものでございます。 

 具体的には、説明資料集の１ページの表を御参照ください。これまで、特定親族の収入が１０３

万円、所得では４８万以下であれば所得税で６３万円、住民税では４５万円が控除されましたが、

今回の改正で、収入が１２３万円、所得が５８万円以下に引上げられ、更にそれを超えた場合でも

段階的に控除が受けられ、最高で収入が１８８万円、所得で１２３万円まで控除が受けられる仕組

みとなります。同様の控除の仕組みとしましては、配偶者特別控除がございます。 

説明資料の２ページをお願いいたします。 

軽自動車税関係でございます。 

 種別割の税率について、原動機付自転車の車両区分に総排気量が０.１２５リットル以下かつ最

高出力４.０キロワット以下のものを追加するものでございます。 

 これは、現行の５０ｃｃ原動機付自転車につきましては、令和７年１１月の排ガス規制への適合

が困難であることなどにより、今後の生産・販売の継続が困難となるため、原動機付自転車のうち、

二輪のもので、総排気量が１２５ｃｃ以下で最高出力を５０ｃｃ相当の４.０キロ以下に制御した

バイクに係る軽自動車税種別割の税率を年額を今の現同の５０ｃｃと同額の２千円とするものでご

ざいます。なお、ナンバーの色も白色となります。 

次に固定資産税関係でございます。 

 新築住宅等に対する固定資産税の減免規定の適用申請の特例措置として、大規模修繕工事を行っ

たマンションに係る減税措置の規定を新たに導入するものでございます。 

 当該減額措置を適用するには、マンションの区分所有者から所定の申告書の提出が必要でしたが、

マンション管理組合の管理者等から必要書類等が提出があり、減額措置の要件に該当すると認めら

れたときは、マンションの区分所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合でも、適用

することができるようになるものでございます。 

 説明資料集の３ページをお願いいたします。 

 町たばこ税関係でございます。 

  加熱式たばこに係る町たばこ税の課税標準の特例として、加熱式たばこの紙巻きたばこへの換算

方法を見直すものでございます。 

 具体的には、説明資料集の３ページにあります２種類の計算方式で、紙巻きたばこの本数に換算

することになります。イにつきましては、葉たばこを原料の全部または一部としたものを、紙その
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他これに類する材料で巻いた加熱式たばこ「スティック型の加熱式たばこ」と言いますけれども、

これにおきましては、当該加熱式たばこ１箱当たりの葉たばこ等の重量を０.３５グラムで割り、

紙巻きたばこに換算する方法で、ロにつきましては、「スティックたばこ以外の加熱式たばこ」に

おいて、当該加熱式たばこ１箱当たりの葉たばこ等の重量を０.２グラムで割り、紙巻きたばこに

換算する方法となります。その上で、「スティック型の加熱式たばこ」は１本の重量、「スティッ

ク型以外の加熱式たばこ」は１箱の重量に基づき、最低課税の仕組みが導入されました。 

 また、施行につきましては、激変緩和等の観点から令和８年４月１日から９月３０日までは、現

行の換算方式の５割と新換算方式の５割を合計した本数を課税標準の本数とし、令和８年１０月１

日以降は完全に新換算方式での課税標準の本数となります。 

以上が、今回の主な改正内容となります。 

説明資料の４ページをお願いいたします。 

続きまして、条ごとに説明をさせていただきます。 

 なお、施行日につきましては、特に期日の記載がないものにつきましては、令和７年４月１日の

施行になります。 

 まず第１８条は、インターネットを利用した「公示送達」の規定の整備を行うものです。 

 第３４条の２は、控除すべき金額について、「特定親族特別控除額」の追加を行うものでござい

ます。 

 第８２条は、軽自動車税種別割の標準税率の区分の見直しに伴う、税率の区分の改正を行うもの

でございます。 

 附則の第１０条の３は、マンションの区分所有者からの申告書の提出がない場合でも、一定の要

件に該当すると認められる場合には、特例を適用することとする規定を新設するものになります。 

 また、法律改正による項ずれの反映をさせていただいております。 

 附則第１６条の２の２は、加熱式たばこの換算方式を見直すものとなります。 

 説明資料集の５ページをお願いいたします。 

 その他の改正としましては、法律改正に伴います条ずれ、項ずれ既定の整備削除を行っておりま

す。 

 議案集に戻ります。議案集の６ページをお願いいたします。 

 附則第１条で各規定の施行日を、第２条以降で経過措置に関する規定をしております。 

 以上で、承認第１号の説明を終わります。 

  続きまして、承認第２号「大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の専決処分を報告

し、承認を求めることについて」御説明いたします。 

 議案集は、９ページ、説明資料集は２４ページ、説明資料集の２６ページからは、新旧対照表を

載せておりますので、あわせて御参照をお願いいたします。 

 議案集の９ページをお願いいたします。 

 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令が公布されたこ
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とにより、急施を要した大津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては、地方自

治第１７９条第１項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこれを報

告し、議会の承認を求めるものでございます。 

 説明資料集で御説明いたします。 

 説明資料集の２４ページをお願いいたします。 

 今回の改正の主な内容につきましては、国民健康保険税の医療給付費分と高齢者支援金等分に係

る課税限度額の引上げ及び減額措置に係る軽減所得の基準の見直しになります。 

 一つ目の課税限度額につきましては、説明資料集の２４ページの第１表にあるとおり、医療給付

費分を６５万円から６６万円とし、後期高齢者支援金等分を２４万円から２６万円とし、介護納付

金分は変更なしとし、国民健康保険税全体の課税限度額を１０６万円から３万円引上げまして１０

９万円とするものです。 

 二つ目の軽減判定所得の基準額は、前年の所得が減額基準を下回る世帯につきましては、医療給

付費分、後期高齢者支援金等分については、均等割及び平等割を減額し、介護納付金分につきまし

ては、平等割を減額するものです。 

 今回の改正は、説明資料集の２４ページの第２表にあるとおり、７割軽減につきましては変更が

ございません。５割軽減の対象世帯は、現行の軽減判定所得額は、基礎控除４３万円に被保険者及

び特定同一世帯所属者につき２９万５千円を加算した金額以下としておりましたが、今回の改正に

よりましてその額を３０万５千円以下に引上げるものです。また、２割軽減の対象世帯の軽減判定

所得額の算定におきましては、政令で定める金額５４万５千円を５６万円に引上げるものです。 

 説明資料集の２５ページをお願いします。 

 続きまして、条ごとに説明させていただきます。 

 第２条の課税額で、第２項の基礎課税額の限度額を６５万円から６６万円に改め、第３項の後期

高齢者支援金等課税額の限度額を２４万円から２６万円に改めるものです。 

 第２３条、国民健康保険税の減額で、第２条第２項、第３項の改正に伴い、基礎課税額及び後期

高齢者支援金等課税額の減額の限度額をそれぞれ改正するものです。また、同条第２号及び第３号

で、軽減判定所得の基準額をそれぞれ改正するものです。 

 議案集に戻ります。議案集の１０ページをお願いいたします。 

 附則でこの条例は、令和７年４月１日から施行するとしております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（坂本典光） 木村総務部長。 

○総務部長（木村欣也） 皆さん、こんにちは。私からは承認第３号、「令和６年度大津町一般会計

補正予算第１１号について」御説明申し上げます。 

  今回の補正は、地方交付税及び地方譲与税等の確定や熊本地震に係る復興基金創意工夫事業及び

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付関連事業の各事業費確定に伴う財源組替えなどでございま

す。急施を要したため３月３１日付で専決処分をした予算を報告し議会の承認を願うものでありま



15 

す。 

  補正予算書の１ページをお開き願います。あわせまして別紙補正予算の概要を御参照ください。 

  第１条で既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ７千７２９万８千円を追加し、予算の総額を２０

１億５千４１７万１千円とするものです。 

  第２条で翌年度に繰越して使用する繰越明許費を第２表繰越明許費補正のとおりとしています。 

  ７ページをお願いします。 

  第２表繰越明許費補正です。款２総務費、項１総務管理費はホームステイプログラム第３者検証

委員会の委員報酬及び費用弁償です。項２徴税費は国土調査の修正業務に係る費用になります。 

  それでは、歳入から主なものを御説明いたします。 

  １１ページをお願いします。 

  款２の地方譲与税から１５ページ、款１１地方交付税までは、いずれも交付税の確定に伴うもの

になります。なお、地方交付税５千３０４万４千円の増額は、特別交付税分の増額になります。款

１５、項２、目５総務費国庫補助金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の事業費確定に

伴う補正になります。款１８、項１、目１一般寄附金はふるさと寄附金の寄附受入額の増に伴う補

正です。 

  １６ページをお願いします。款１９、項２、目１減災基金繰入金は町債の償還額確定に伴う補正

です。目４財政調整基金繰入金は今回補正に係る財源超過分を財政調整基金から現額するものでご

ざいます。目５熊本地震大津町復興基金繰入金は、熊本地震に係る復興基金創意工夫事業の事業確

定に伴う減額補正です。なお、充当事業につきましては、災害用備蓄食料の購入、高尾野森林公園

遊歩道復旧事業などがあり、別添補正の概要の５ページに事業一覧を掲載しております。 

  続きまして、歳出について御説明いたします。 

  １７ページをお願いします。 

  款２、項１、目１１地域づくり推進費、節２４積立金は、企業版ふるさと納税寄附額確定に伴う

減額補正です。款３、項１、目１社会福祉総務費は非課税世帯給付金や定額減税に係る調整給付の

実績に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金に係る財源組替えになります。項２、目１児

童福祉総務費は保育所等副食費負担軽減補助金の実績に伴う物価高騰対応重点支援地方創生臨時交

付金に係る財源組替えです。 

  １８ページをお願いします。 

  款４、項１、目１保健衛生総務費は出産子育て応援交付金の令和５年度分国県負担金の返還金に

なります。目３環境衛生費及びその下の款６農林水産業費は熊本地震に係る復興基金創意工夫事業

の額の確定に伴う町復興基金に係る財源組替えです。 

  １９ページをお願いします。 

  款７、項１、目１商工総務費は、運送業者支援事業補助金の額の確定に伴う物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金に係る財源組替えです。目５観光施設費及びその下の款９消防費は熊本地震

に係る復興基金創意工夫事業の額の確定に伴う復興基金に係る財源組替えです。款１０教育費は、
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３月補正で計上しました大津小学校の柱脚復旧工事に係る補正ですが、令和７年度に当該事業費全

額を繰越すため復興基金に係る財源を今回組替えるものです。 

  ２０ページをお願いします。 

  款１２、項１、目２利子は歳入のところで説明しました町債の償還額確定に伴う補正です。款１

３予備費で所要の財源を調整しております。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議 長（坂本典光） これで提案理由の説明は終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

  佐藤議員。 

○１５番（佐藤真二議員） 承認第２号の国保税の改正に関してお尋ねをしたいと思います。 

  改正内容として一つ一つの金額の違いを見ると、決してそのめちゃくちゃ大きな金額ではないん

ですけれども、これによって国保の財政というのは今非常に微妙な時期にあるということは皆さん

の共通認識だと思うんですが、この改正によって税収のほうにどのくらいの変化が出てくるのかと

いうことについてお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（坂本典光） 白石住民生活部長。 

○住民生活部長（白石浩範） 質疑にお答えいたします。 

  今回の国保税の改正に伴いまして、まず所得の限度額を上げる部分につきましては、今の現状の

見込みにつきましては、世帯でいきますと医療費分が２世帯ぐらい減ってしまう。それから後期高

齢支援分のほうが１３世帯ぐらいは減少してしまうというようなことでございますけれども、金額

の税収につきましては、２４０万円ほど増額する予定としております。一方でですね、この５割軽

減と２割軽減の所得の判定を上げるというようなことにつきましては、医療費支援分につきまして

は、５割軽減世帯につきましては、医療費支援分が１４世帯増加する見込みです。介護につきまし

ては、５世帯増加するというようなことでございますので、金額税収にしましては、７９万円ほど

減収する見込みとしております。今度はすみません、続きまして、２割軽減世帯につきましては、

医療費支援分が６世帯増えます。介護のほうは増減ございませんので、２割軽減の減額分は約３万

円というようなことになります。トータルで約１６０万円は今回の改正で増額するというような見

込みをしております。 

  以上です。 

○議 長（坂本典光） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず承認に反対される議員の発言を許します。その後、賛成される議

員の発言を許します。討論ありませんか。 

 岩下議員。 

○１番（岩下啓史議員） 私１番議員岩下啓史は、承認第２号、大津町国民健康保険税条例の一部を
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改正する条例の専決処分について反対の立場から討論します。 

  これは国民健康保険税の課税限度額１０６万円から１０９万円に引上げるものです。物価高騰に

より町民の生活が苦しい中で負担増につながる限度額の引上げには反対です。 

  以上で、討論を終わります。 

○議 長（坂本典光） ほかに討論ございませんか。 

  佐藤議員。 

○１５番（佐藤真二議員） 私のほうが同じく承認第２号の国民健康保険税条例に関しての賛成の討

論をしたいと思います。 

  先ほどの話で課税限度額が３万円ほど上がりますので、その分負担が大きくなるからというよう

な趣旨の反対の討論があったわけなんですけれども、同様にですね逆の目で見ますと、２番のほう

の減額措置のほう所得の低い世帯ですね、ここに関しては、きちんと減額の措置がなされているわ

けです。そして更に上限額というのは、ある程度の所得の高い方に関して定められるものでござい

ますので、この方たちにももちろん当然物価高の影響というのはあるとは思われますけれども、そ

こまで何ていうかな、所得の低い方に対する配慮以上の配慮が必要とも考えられないところでござ

いますので、これに関してはこのままでよろしいのではないかということで賛成の討論としたいと

思います。 

○議 長（坂本典光） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。まず承認第１号、専決処分を報告し承認を求めることについて（大津

町税条例の一部を改正する条例）を採決します。この採決は電子採決によって行います。本件を承

認することに、賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。 

 押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 押し忘れなしと認め、締め切ります。 

〔全員賛成〕 

○議 長（坂本典光） 全員賛成です。したがって、承認第１号は承認することに決定しました。 

 次に承認第２号、専決処分を報告し承認を求めることについて（大津町国民健康保険税条例の一

部を改正する条例）を採決します。この採決は電子採決によって行います。本件を承認することに、

賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。 

 押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 押し忘れなしと認め、締め切ります。 

〔賛成多数〕 

○議 長（坂本典光） 賛成多数です。したがって、承認第２号は承認することに決定しました。 
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 次に承認第３号、専決処分を報告し承認を求めることについて（令和６年度大津町一般会計補正

予算（第１１号））を採決します。この採決は電子採決によって行います。本件を承認することに、

賛成の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。 

 押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 押し忘れなしと認め、締め切ります。 

〔全員賛成〕 

○議 長（坂本典光） 全員賛成です。したがって、承認第３号は承認することに決定いたしました。 

 

日程第１３ 同意第４号 大津町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて 

 

○議 長（坂本典光） 次に、日程第１３ 同意第４号、「大津町固定資産評価員の選任につき同意

を求めることについて」を議題とします。 

 お諮りします。同意第４号は会議規則第３９条第３項の規定によって委員会付託を省略し、会議

で審議を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。したがって、同意第４号は、委員会付託を省略するこ

とに決定しました。 

  ここで宮内税務課長は退席をお願いします。 

  提案理由の説明を求めます。金田町長。 

○町 長（金田英樹） 提案いたしました承認案件につきまして、御承認いただき、誠にありがとう

ございました。 

 次に、同意第４号「大津町固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて」につきまし

て、提案理由の説明を申し上げます。 

 固定資産評価員は、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市町村長が行う評

価額の決定を補助するもので、地方税法第４０４条第１項の規定により市町村に固定資産評価員を

設置し、同条第２項の規定により議会の同意を得て選任することとなっております。 

 固定資産評価員は、固定資産の評価等に関する専門的な知識が必要であり、更に評価事務をスム

ーズに行うため、町では、平成１７年度から税務課長がその職に当たっているところです。 

 この度、人事異動に伴い、前税務課長の宮﨑俊也氏から固定資産評価員の辞任の申出がございま

したので、後任として、現税務課長の宮内徹氏を固定資産評価員として選任したく、御議会の同意

をお願いするものです。 

御審議の上、御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（坂本典光） 提案理由の説明は終わりました。これから質疑を行います。質疑ありません

か。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。まず原案に反対される議員の発言を許します。その後、賛成される議

員の発言を許します。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。同意第４号、大津町固定資産評価員の選任につき同意を求めることに

ついてを採決します。この採決は電子採決によって行います。本件はこれに同意することに、賛成

の方は賛成のボタンを、反対の方は反対のボタンを押してください。 

 押し忘れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 押し忘れなしと認め、締め切ります。 

〔全員賛成〕 

○議 長（坂本典光） 全員賛成です。したがって、同意第４号は同意することに決定しました。 

  宮内税務課長は入場してください。 

 お諮りします。本臨時会において議決されました各案件について、その条項、字句、数字その他

の整理を要するものについては、大津町議会会議規則第４５条の規定により、その整理を議長に一

任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（坂本典光） 異議なしと認めます。 

 これで、本日の日程は全部終了しました。 

 以上で会議を閉じます。令和７年第４回大津町議会臨時会を閉会します。 

 お疲れさまでございました。 

午前１１時０２分 閉会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

     令和７年５月２２日 

 

大津町議会議長  坂 本 典 光 
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